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　村では、マイナンバーカードの申請やマイナポイントの申込みのサポー

トを行っています。11月下旬からは、次のとおりサポート時間を延長しま

す。なお、延長時間でのサポートには事前予約が必要です。

　マイナンバーカードやマイナポイントの申請をしていない方は、この機

会に申請してみませんか。

●延長日時　毎月第２・第４木曜日(祝日除く)17時～19時まで延長　

　※11月は26日、12月は10日・24日

●場　　所　役場１階　住民税務課

●予約方法　延長日の２日前までに役場住民税務課に電話で予約してください。

●お持ちいただくもの

 マイナンバーカードの申請

▽個人番号カード交付申請書(通知カードと一緒に送付されたもの)

　※無い場合は役場で再発行できます。

▽本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

▽本人が来ない場合は証明写真(本人が来る場合は、役場でも撮影ができます。)

　※詳しくは個人番号カード交付申請書の裏面をご確認ください。

 マイナポイントの申込み

　　▽マイナンバーカード(交付の際に登録した４ケタの暗証番号が必要)

　　▽希望する決済サービスのカードなど

●問い合わせ・申し込み先　役場住民税務課　☎(６４)１４７1

マイナンバーカード申請等サポート時間の延長
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各種「講座・教室」や「催し」、「相談」などについては、マスクの着用や手洗いなどの「新しい生活様式」の実践を

お願いしています。参加される皆さんにはご理解とご協力をお願いします。


